
 

議案第83号 

 

財産の取得につき議決を求めることについて 

 

 下記の財産を取得するにつき、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第

８号及び東近江市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（平成17年東近江市条例第65号）第３条の規定に基づき、市議会の議決を求める。 

 

  令和４年11月29日提出 

 

東近江市長 小 椋 正 清 

 

記 

 

１ 財産の種類及び数量 Ｌ３－Switch機器一式 

 

２ 取 得 金 額 41,580,000円 

 

３ 取 得 の 相 手 方 滋賀県栗東市高野577番地１ 

キノンビクス株式会社 

代表取締役 福永 悟 
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提案理由 

 東近江市電算システムにおいて通信を制御するＬ３－Switch機器一式の取得につい

て、市議会の議決を得たく、本議案を提出するものである。 
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